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「キリスト精神」に導かれて 

 

2018年度の事業報告が出きましたことを心から感謝申し上げます。 

およそ 1700 人の職員の皆さんが、大小 60を超える施設において、日夜労苦を重ねられ

た汗の結晶がここにあります。私たちは主イエスが示された「隣人愛の精神」に押し出

され、その教えと行いに倣った、創立者賀川豊彦の思想と実践（キリスト精神）をミッ

ションとして、それぞれの事業を展開してまいりました。 

しかし、創立者の掲げたミッションを継承することは至難の業であります。 

私たちはその困難さを謙虚に受け止めながら、「隣人愛に基づく対人援助」の充実に

努めてまいりました。 

ところで、2000年以降、社会福祉は大きな変化を遂げてきました。 

社会事業法の成立以来、行政の庇護（指導）の下に事業を行ってきた社会福祉法人は、

基礎構造改革によって、多様な団体の参入という新しい事態を迎えることになりました。 

いわば、社会福祉界への「黒船」の到来であります。この事態にさらに輪をかけたのが

指定管理者制度の導入でありました。この制度が導入される以前から、当法人は行政か

らの委託事業を担ってきましたが、そこで当法人が願ったことは、公の安定と民間の自

由さ、柔軟さをミックスさせ、1＋1＝2に止まらず、質と量を加えて、その内実を豊か

にしていきたい、ということでありました。すなわち、「キリスト精神」に立つ事業の

展開であります。 

このような法人の姿勢は、利用者、行政、地域から評価を受けて、現在の事業体にま

で広がってきました。その姿勢は現在も変わることはありませんが、その内実は常に途

上にあることは言うまでもありません。 

それは、「隣人の重荷を担い、共に生きる」、という対人援助の仕事には終わりがない

からであります。 

今年度もその途上にある法人のありのままの姿を報告させていただきます。 

なお、報告にあたり、この事業を担ってくださったすべての職員の皆さんに感謝を申

し上げます。また、この 1 年を共に歩んでくださった利用者、その保護者、地域の関係

者、行政の方々にも心から感謝を申し上げます。 

そして、現場の働きを黒子として支えてくださった、法人事務局の職員の皆さんにも、

深く感謝申し上げます。 

最後になりましたが、荒海を突き進む「雲柱社丸」の航海のかじ取りを引き受けてく

ださっている理事、監事、評議員の先生方に感謝を申し上げます 

 

 

2019 年 3 月 31 日  

            社会福祉法人雲柱社 

                    理事長  服部  榮 
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2018（平成 30）年度 社会福祉法人雲柱社 事業報告 

 

Ⅰ：法人の運営 

今年度も改訂社会福祉法の目的に添いながら、法人の「定款・第一条 目的」並びに「事

業基本理念」を踏まえ、法人のミションを基盤として社会福祉事業に取り組んできた。

これらの事業を通して、社会福祉法人としての役割を果たし、社会福祉の向上にいささ

かなりとも貢献ができたことは感謝である。 

＊社会福祉法人雲柱社 定款 第一条  目的 

「この法人は、キリスト精神に基づいて、多様な福祉サービスが、その利用者の意向

を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫されることにより、利用者が個人の尊厳を

保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生

活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の会福祉事

業を行う。」、 

＊社会福祉法人雲柱社 事業基本理念 

1：私たちは、賀川豊彦の思想と実践（キリスト精神）を継承し、神と人に仕える仕事

をします。 

2：私たちは、一人ひとりの人格を尊重し、その成長を支援します。 

3：私たちは、常に利用者の立場に立って、そのニーズに応え、サービスの向上に努め

ます。 

4：私たちは、地域社会の福祉課題を掘り起こし、それに取り組みます。 

 

1：理事会、評議員会、役員会の開催 

（1）理事会の開催 

＜第一回臨時＞ 

＊開 催 日：2018年 4月 5日 

＊議決事項： 

かがわの家スプリンクラー設置工事に関する件 
小金井生活実習所生活介護事業定員変更及び運営規程変更に関する件 
墨田区旧家庭センター跡地における認可保育所等設置のプロポーザルに関する件 
会計士との契約に関する件 
・税務代理・税務書類の作成業務 

 ・収益事業会計の財務諸表指導業務 
本所三丁目土地に関する件 
管理職人事に関する件 

 

＜第二回臨時＞ 

＊開 催 日：2018年 5月 31日 

＊議決事項： 

黎明保育園園舎改築に関する件 
 ・黎明保育園園舎建替計画（教会明け渡しに関して） 
 ・入札参加資格について（園舎の一部解体と本園舎の新築） 

  ・入札参加業者の決定について（園舎の一部解体） 
  ・予定価格決定について 
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法人中期計画に基づく資金運用に関する件 
安田ファシリティワークス㈱コンサルタント契約に関する件 

＜第一回＞ 

＊開 催 日：2018年 6月 13日 

 ＊議決事項： 

定款変更に関する件 

2017(平成 29)年度事業報告に関する件 

2017(平成 29)年度会計監査人の監査報告 

及び監事の監査報告並びに決算報告に関する件 

2017(平成 29)年社会福祉充実計画に関する件 

会計監査人を評議員会へ推薦することに関する件 

定時評議員会の招集事項の決定に関する件 

 

＜第二回＞ 

＊開 催 日：2018年 8月 25日 

 ＊議決事項： 
2018 年度施設長・主任等人事に関する件 
2018（平成 30）年度資金収支第一次補正予算に関する件 
評議員の推薦に関する件   

 

＜第三回＞ 

＊開 催 日：2018年 10月 27日 

 ＊議決事項： 

2018 年度事業執行状況の報告に関する件 
2018 年度賞与支給率に関する件 
2018 年度白百合幼児園開始貸借に関する件 
小金井生活実習所改築工事の資金繰りに関する件 
黎明保育園施設整備に関する件 
 ・改築工事資金計画変更について 
 ・入札スケジュール等       
黎明保育園福祉医療機構借入に関する件 
黎明保育園施設整備入札参加業者に関する件 
堀切教会明け渡しに関する合意書に基づく支払い等について 
2018 年度施設長・主任等人事に関する件 
評議員辞任に対する公認候補者の関する件 

 

＜第三回臨時＞ 

＊開 催 日：2018年 12月 15日 

＊議決事項： 

保育園・児童館など施設長・主任等人事に関する件（2018年度・2019 年度） 
 黎明保育園本園舎新築工事業者決定に関する件 

 

＜第四回＞ 

＊開 催 日：2019年 3月 2日 

 ＊議決事項： 

2018 年度事業執行状況の報告に関する件 
  人事室の設置（案）に関する件 
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  人事制度ガイドブックの作成運用に関する件 
  調整給等に関する件 
  2018年度資金収支第二次補正予算（案）に関する件 
  2019年度施設長・主任等人事（案）に関する件 
  運営規程変更に関する件 
   ・賀川学園 
  2019年度事業計画（案）に関する件 
  2019年夏季賞与支給率に関する件         
  2019年度資金収支当初予算（案）に関する件 
  就業規則等の変更等に関する件 
   ・「年 5日の年次有給休暇の確実な取得」の義務付け文言追加 
   ・車両通勤及び自転車通勤規程（案）【検討中】 
   ・事業用自動車管理規程（案） 
   ・事業用自転車及び自家用自転車業務使用規程（案） 
  障がい者グループホーム従事者人材育成支援事業（専門研修）業務委託に関する件 

 

（2）評議員会の開催 

＜第一回＞ 

＊開 催 日：2018年 6月 28日 

＊議決事項： 

定款変更に関する件 
 2017(平成 29)年度事業報告に関する件 
 2017(平成 29)年度会計監査人の監査報告及び監事の監査報告並びに決算報告に関す

る件 
 2017(平成 29)年社会福祉充実計画に関する件 
会計監査人選任に関する件 

 

（3）役員会連絡会の開催 

*理事会によって、承認された業務担当理事らによって構成され、理事会と理事会との

間に生じる諸問題の対応を行ってきた。 

＊開催日 毎月 1回 

＊検討事項－苦情対応、労務関係、管理職以外の人事、新規事業の検討、法人運営に関

わる庶務事項、職員におメンタルに関わる情報の把握、専門委員会からの報告聴取、事

業運営に関わる諸問題への対応。他 

 

（4）専門委員会の開催と活動の展開 

＊理事会の委任を受けて、法人運営の円滑化を図るために設置された。 

＊下記の専門」委員会が設置されて、活動を展開した。 

＊専門委員会は第二次中期計画において設置が決定され、その後活動を継続してきた。 

①人材育成委員会－法人が実施する研修の企画と展開 

 ＊ミッション研修を中心に法人の職員としての誇りと責任の涵養 

 ＊研修内容については後述 

②広報委員会－社内報「うんちゅうしゃ」の編集発  

＊今年度は 4回発行、社内報を通じて職員間の交流を広げる役割を果たしている。 

③政策委員会－社会問題等の学習を通して職員の資質の向上、視野の拡大を目指した。 

④ 企画委員会－職員の福利厚－生の充実を目指して活動した。 
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（5）その他の会議、集会など 

① 苦情対応第三者委員会-年２回実施（6月 28日、11月 26日） 

＊年２回、各施設に上げられた苦情とその対応について懇談の時を持った。 

② ミッション研修協力関係教会牧師懇談会 

日ごろ職員のミッション研修でお世話になっている関係教会の牧師さんにお集まり

いただき、懇談の時を持った。 

③ 賀川豊彦召天記念墓前礼拝 

2018 年 4月 21日（土）13：00～13：30（多磨霊園） 

奨励： イエスの友会  

④三法人理事長会 

三法人に共通する事項について検討する場となっている                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                  

（6）人事室の設置と人事全般への対応 

①人事制度の発足に伴い、人事考課が導入された。この制度を円滑に進めていくために

人事室が設置された。 

②人事室の設置に伴い、人材の開発、適材適所の登用、公平な処遇、研修の充実、これ

らを踏まえて、新しい事業への挑戦等々、今後の法人の浮沈がかかっていると考えら

れる。 

③社会福祉事業に市場の原理が導入されて、サービスの質と量の競い合い、その結果と

しての利用者からの選ばれる施設等々、人事室の設置は人事制度と一体となって、今

後の法人の屋台骨を担うことになる。 

④人事制度と人事室は、職員が社会福祉の仕事に、誇りと喜びと責任を持って携われる

ように支援していくことを目的とする。 

⑤常務理事を人事室長とし、ブロック担当理事を加えて人事委員会を組織し運営されて

いく。 

 

Ⅱ：社会福祉事業 

社会福祉事業 ＊各施設の事業報告は別紙参照 

 

 名称 個所 

保育所 

愛の園保育園、いずみの園保育園、五日市保育園、 
烏山保育園、神愛保育園、白百合幼児園 
墨田区立押上保育園、（ぶどうの木保育室、八広ぶどう
の木保育室）、祖師谷保育園、祖師谷保育園分園、 
（家庭的保育事業「おうち」7 か所）、高根学園保育所、
ともしび保育園、虹のひかり保育園、 
練馬区立光が丘第六保育園、光の園保育学校、 
めぐみの森保育園、黎明保育園 

16 
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児童厚生施設 

さくら橋コミュニティセンター、墨田児童会館、 
文花児童館、外手児童館、江東橋児童館（墨田区）、 
汐入ふれあい館、町屋ふれあい館（荒川区）、 
狛江市和泉児童館、狛江市岩戸児童センター（狛江市）、
上池台児童館（大田区）、たまだいら児童館ふれっしゅ
(日野市）、亀戸児童館（江東区）、中央町児童館（目黒
区）、練馬区光が丘児童館 

※   は、学童クラブ併設 

14 

子育て短期支援事業 練馬区立光が丘子ども家庭支援センター 1 

地域子育て支援拠点事業 

東陽子ども家庭支援センター、大島子ども家庭支援セン
ター、深川北子ども家庭支援センター、南砂子ども家庭
支援センター、（江東区） 
光が丘子ども家庭支援センター、大泉子ども家庭支援セ
ンター（練馬区） 
小金井市子ども家庭支援センター（小金井市） 
小平市子ども家庭支援センター（小平市） 
狛江市子ども家庭支援センター（狛江市） 
子育てひろばいつかいち、子育てひろばるぴああきる野
っ子、子育てひろばここるの（あきる野市） 
文花子育てひろば（墨田区）、 
その他、一部保育所、児童館、学童クラブが行っている 

13 

一時預かり事業 

東陽子ども家庭支援センター、大島子ども家庭支援セン
ター、深川北子ども家庭支援センター、南砂子ども家庭
支援センター（江東区） 
光が丘子ども家庭支援センター、大泉子ども家庭支援セ
ンター（練馬区） 
あきる野市乳幼児一時預かり事業（あきる野市） 
その他一部保育所が行っている 

7 

放課後児童健全育成事業 

れいめい堀切学童保育クラブ、れいめい宝学童保育クラ
ブ（葛飾区）、 
七峡小学童クラブ、汐入小学童クラブ、汐入東小学童ク
ラブ（荒川区）、 
江東区大島八丁目学童クラブ（江東区）、 
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問分室、墨
田区児童会館学童クラブ隅田分室、墨田児童会館学童ク
ラブ二寺分室、墨田児童会館学童クラブ梅若分室、墨田
区児童館学童クラブ鐘ヶ淵分室、文花児童館学童クラブ
押上分室、文花児童館学童クラブ四吾分室、外手児童館
学童クラブ業平分室、外手児童館学童クラブ分室、江東
橋児童館学童クラブ菊川分室、江東橋児童館学童クラブ
錦糸分室、（墨田区） 
あかね学童保育所、みどり学童保育所、さわらび学童保
育所（小金井市） 

20 

障害福祉サービス事業 
（グループ・ホーム） 

かがわの家 
 シリウス、ベガ、スバルⅠ・Ⅱ、ジュピター、 
ソレイユⅠ・Ⅱ・Ⅲ 

8 

障害福祉サービス事業 
(就労継続支援 B 型・生活
介護・短期入所) 

小金井生活実習所 １ 

障害福祉サービス事業 
（生活介護事業） 

かがわ工房、ワークスタジオかがわ 2 
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障害福祉サービス事業 
（就労継続支援生活介護 B
型・生活介護） 

小金井市福祉共同作業所 1 

障害児通所支援事業 賀川学園、小金井市児童発達支援センターきらり 2 

子育て援助活動支援事業 
小金井市ファミリー・サポート・センター 
小平市ファミリー・サポート・センター 
狛江市ファミリー・サポートセンター、 

3 

小規模保育事業（Ａ型） ぶどうの木保育室、八広ぶどうの木保育室（墨田区） 2 

利用者支援事業 

東陽子ども家庭支援センター、大島子ども家庭支援セン
ター、深川北子ども家庭支援センター、南砂子ども家庭
支援センター、（江東区） 
狛江市子ども家庭支援センター、（狛江市） 
小平市子ども家庭支援センター、（小平市） 
小金井市子ども家庭支援センター、（小金井市） 
光が丘子ども家庭支援センター、大泉子ども家庭支援セ
ンター、（練馬区） 
あきる野市子育て支援総合窓口（あきる野市） 

10 

※□は 2018年度開始 

 

その他の社会福祉事業 

 

地域デイグループ事業 さくらの木（知的障がい学齢児 個別・ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習） １ 

子ども家庭支援センター事業 

江東区東陽子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ、江東区大島子ども家

庭支援ｾﾝﾀｰ、江東区深川北子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ、江東

区南砂子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ（江東区）、練馬区立光が

丘子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ、練馬区立大泉子ども家庭支援

センター（練馬区）、狛江市子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ（狛

江市岩戸児童ｾﾝﾀｰ内）（狛江市）、小金井市子ども家庭

支援ｾﾝﾀ （ー小金井市）、小平市子ども家庭支援ｾﾝﾀ （ー小

平市） 

9 

放課後子どもプラン事業 

七峡小にこにこすくーる、汐入小にこにこすくーる、

汐入東小にこにこすくーる（荒川区） 

江東きっずクラブ明治、江東きっずクラブ深川、江東

きっずクラブ八名川（江東区） 

高松小ねりっこクラブ、北原小ねりっこクラブ（練馬

区） 

3 

家庭的保育事業（保育所実施型） 祖師谷保育園・同分園（実施園）「おうち」７か所） 7 
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収益事業 

 

店舗賃貸ビル 和光プラザ 1 

共同賃貸住宅 友愛コーポ 1 

 

＊2018 年度における新規事業 

①多摩地区 乳幼児一時預かり事業 

②秦野地区 白百合幼児園 

③小金井地区 小金井市立さわらび学童保育所－指定管理事業－ 

④荒川地区 汐入東小学童－指定管理事業－ 

⑤練馬地区 練馬区立北原小ねりっこクラブ－指定管理事業－ 

⑥墨田地区 文花子育てひろば－指定管理事業－ 

 

Ⅲ：第二次中期計画の推進 

（1）第二次中期計画の具体化を目指して 

＊以下のような課題を掲げて取り組んできた。 

①法人のミッション（キリスト精神）に立つ実践の展開 

②安全・安心を踏まえ、より質の高いサービスの提供 

③サービスを担う人材の確保と育成（研修） 

④働きやすく魅力ある職場の創出 

⑤地域福祉の向上を目指すとりくみ。 

（2）地域連携事業体の形成 

①第二次中期計画は、事業別ブロックを残しながら、地域の多様な福祉ニーズに応えて

いくために、地域連携福祉事業体への移行を進めてきた。 

②第二次中期計画も終盤に入り、各地域において取り組みを進めてきた。 

いまだ途上であるが、さらに推進を図りながら時代のニーズに応える事業体の形成を

目指してきた。 

③地域連携事業体の形成状態 

＊墨田地区 ＊江東地区 ＊荒川地区 ＊練馬地区 ＊小金井・小平地区 

＊世田谷地区 ＊多摩地区 ＊太田・目黒地区 ＊御殿場・秦野地区 

（3）今年度の諸活動 

今年度の状況－ゆっくりでではあるが連携は広がりつつある－ 

＊年数回、同じ地域の施設長たちが集まって情報の交換が行われた。 

＊地域交流会、合同研修会などが行われている。 

＊新規事業（江東区げんきっず一亀への取り組み）検討、応募書類の作成、プレゼン

テーションへの参加－受託の決定へ 

＊衛生委員会とセットで行うことにより、地域内施設の職員の状況を把握し、支援体

制をとりことができた。 

＊お互いの施設資源（職員も含めて）を活用して、事業の充実につなげることができ

た。 
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＊合同プログラムを立ち上げ、交流の幅をひろげることができた。 

 

Ⅳ：職員の育成－研修の展開― 

（1）法人研修における取り組み 

・研修の際には、礼拝を守り聖書からの学びを行った。 

・法人の事業基本理念（キリスト精神）の研修を全職員で学んだ。 

・賀川豊彦の思想、実践を著作や伝記を通して学んだ。 

・セツルメント事業、子どもの権利、平和運動、生協運動等の多くの社会運動について

学んだ。 

①各施設における取り組み 

・始業前・中などの時間を用いて、聖書を読みミッション理解を深める機会を継続した。 

②毎月１回、近隣教会の牧師さんの協力を得て、聖書の教えを学び、ミッション理解を

深める。機会とした。と同時に近隣教会との交流を深めるために職員も礼拝に出席し

た。 

 これは、賀川豊彦が事業と教会の協働を願ったことの具体化を目指すことでもあった。 

 

Ⅴ:職員研修の展開 

（1）研修の目的 

①法人のミッションに立ち、神と人に仕える仕事を担う職員の育成 

②専門知識、スキルを身につけ、それを駆使して仕事が出来る職員の育成 

③地域福祉の時代を迎えて、多様な地域ニーズに対応できる職員の育成 

以上の視点に立って職員の研修を展開し、職員の資質の向上に努めた。 

（2）研修制度の整備と展開 

●法人が実施する研修 

①人事制度に基づく研修の実施 

・職員の階層（人事考課による）に応じた研修を実施した。 

内容は、ミッション理解、法人の歴史、賀川豊彦の思想と実践の学びなど、各年 1回、 

＊新人、2,3年目、中堅 1 中堅Ⅱを対象に、礼拝・「キリスト精神」の研修・賀川豊

彦の思想と実践に学ぶことなどを中心に実施 

＊特に 3年目職員は、ミッション特別研修として、山梨県にある障がい者施設で宿泊し

て、農作業とミッション研修を行った。 

②管理職研修 

・毎月行われる施設長会でミッション研修を行った。 

・年 3回行われる全体施設長会の中で研修を行った。－ミッション研修、職員育成、苦

情対応、コンプラアンス、職員のメンタルケアにおける管理職の対応など 

●事業ブロックが実施する専門研修 

・各ブロックの専門知識、スキルを中心とした研修 

・特に保育ブロックは、制度の変化を受けて、行政からの要請に基づく研修が多くあっ

た。 

＊各事業ブロックの研修報告参照 
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●職場内研修 

①現場での問題や課題に即した研修 

・OJT の実践－職場の実践に即して、管理職や先輩が実施する指導など 

②近隣教会の牧師の協力を得て、毎月 1回聖書研会を行っている。 

③自己啓発研修の推進－職員自らが研修に取り組むこと－ 

④非正規職員研修 

・2年未満対象者研修 ・2年以上対象者研修 ・各年 1回 

・礼拝、法人事業基本理念の学びを中心に 

 

（3）2018年度の研修を振り返って 

①人事制度と連携した、法人としての研修制度のスタートの年度であった。 

②ミッション研修（聖書の学び、キリスト精神、事業基本理念の理解）が中心に行った。 

③ミッション理解が深まりをどのように把握するかは難しいことではあるが、利用者、

行政の評価の中に、ミッションの理解が職員間に浸透しつつあることを実感できるこ

とは感謝である。 

④今後の課題としては、研修内容の現場への「移行」－研修がどれくらい職員の成長に

つながっているかの検証－について、配慮していくことが求められる。 

⑤ミドルクラス以上の OJT力を養成し、現場における職員育成の向上・定着に努めてい

く。 

 

Ⅵ：職員の健康管理について 

①定期健康診断受信の徹底化、産業医、衛生管理者の配置などを進めてきた。 

②各地区に産業医を配置し、衛生委員会を設置して職員の健康管理に務めた。 

＊産業医・衛生委員会設置地区 

墨田地区、江東地区 世田谷地区、練馬地区、小金井、小平地区、狛江地区 

③臨床心理士を本部付きとし、各地区の衛生委員会への参加、個人へのカウンセリング、

職場復帰支援を行った。 

 

Ⅶ：職員の福利厚生 

①｢JTB えらべるクラブに加入し、職員の利用の促進に努めた。 

 

Ⅷ：社会の変化と多様なニーズに対応できる法人としての対応 

事業規模が急激に拡大した当法人の組織は、至るところで軋みを露呈し始めている。

この現実を直視し、時代の変化に対応していくために、以下のような取り組みを行っ

てきた。 

① 各施設における職員の確保の困難化への対応 

＊年々、職員採用が困難を極めてきている。 

＊今年度も、法人並びに各事業ブロックが必死に職員確保に努めたが、新年度に入って

も、職員の定数が満たない施設が続出した。 

＊そのため、様々な手段を講じて求人を継続した。 
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＊この状況は、パート職員も同様で、時給の高騰化も相まって、今後は一層厳しさが増

してくるので多様な対応を行っていく。 

＊職員の定着化に務める、とともに求人の方法、採用試験等についても、様々な試みが

求められている。 
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